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徳島県情報公開・個人情報保護審査会答申情第１６７号

第１ 審査会の結論

徳島県知事の決定は、妥当である。

第２ 諮問事案の概要

１ 公文書公開請求

令和２年８月２１日、審査請求人は、徳島県情報公開条例（平成１３年徳島県条例

第１号。以下「条例」という。）第６条第１項の規定に基づき、徳島県知事（以下「実

施機関」という。）に対し、「○○.○○.○○日の県車両（○○）（以下「本件車両」

という。）に関する運転記録及び修理した関係書類一式（Ｒ２年６月１１日請求書以

後）現在まで」の公文書公開請求（以下「本件請求」という。）を行った。

２ 実施機関の決定

令和２年９月２日、実施機関は、本件請求に係る公文書について、「公開請求に係

る公文書を作成し、又は取得しておらず、文書が不存在であるため」として、公文書

公開請求拒否決定処分（以下「本件処分」という。）を行い、審査請求人に通知した。

３ 審査請求

令和２年９月９日、審査請求人は、本件処分を不服として、行政不服審査法（平成

２６年法律第６８号）第２条の規定に基づき、実施機関に対して、審査請求を行った。

４ 諮問

令和４年８月１０日、実施機関は、徳島県情報公開審査会（現徳島県情報公開・個

人情報保護審査会）に対して、本件審査請求につき諮問（以下「本件事案」という。）

を行った。

第３ 審査請求人の主張要旨

１ 審査請求の趣旨

県の枉法行為を確認した為。

２ 審査請求の理由

県は、本来あるべき書類（本件車両）に関する事故修理等の関係書類を出せ！

第４ 実施機関の説明要旨

実施機関から提出された弁明書によると、本件処分の理由はおおむね次のとおりで

ある。

（１）実施機関は、本件請求において審査請求人が開示を求めている公文書は、平成○
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○年○○月○○日に発生した本件車両と審査請求人運転の車両（○○）との接触事故

により損傷した箇所の修理に要した経費に関する領収書及び伺い報告書のことである

と特定した上で、当該公文書については、現に作成し、又は取得していないため、本

件処分を行ったものである。

（２）当該事故により、本件車両は左後部ドア前部から左後部フェンダーにかけて損傷

したが、当該事故の過失割合等について審査請求人との合意に至っておらず、調停及

び裁判で係争中であったこと、また、本件車両は損傷箇所の修理を行わなくとも特段

運行に支障はないことから、当該事故による損傷箇所の修理は行っていない。

（３）審査請求人は、「当該車両に関する事故修理等の本来あるべき書類を出せ」と主

張しているが、調停及び裁判においては、見積書を基に損害賠償請求を行ったもので

あり、実施機関はこの件に関する文書を作成し、又は取得もしていない。

（４）以上により、実施機関は本件請求に係る公文書を保有しておらず、文書が不存在

であるため、条例第７条第２号の規定により、本件処分を行ったものである。

第５ 審査会の処理経過

本件事案に係る当審査会の処理経過は、次のとおりである。

年 月 日 内 容

令和４年８月１０日 諮問

令和７年２月１８日 審議
第２部会（第２０回）

同 年３月１８日 審議
第２部会（第２１回）

第６ 審査会の判断

当審査会は、本件事案について審査した結果、次のとおり判断する。

１ 本件公文書について

実施機関は、本件請求に係る公文書を平成○○年○○月○○日に発生した本件車両

の運転記録及び審査請求人運転の車両との接触事故により損傷した箇所の修理に要し

た経費に関する領収書及び伺い報告書と特定して本件処分を行っている。

審査請求人は、当該車両に関する事故修理等の書類があると主張しているため、以

下、本件公文書の保有の有無について検討する。

２ 本件公文書の保有の有無について

実施機関の弁明書によると、本件車両は当該事故により、本件車両の左後部ドア前

部から左後部フェンダーにかけて損傷したが、損傷箇所の修理を行わなくとも特段運
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行に支障はないことから、修理は行っていないとのことである。

当審査会事務局職員をして実施機関に確認したところ、本件車両の修理は行われて

いなかった。

以上により、本件公文書を作成、又は取得もしていないとする実施機関の説明に特

に不合理な点は認められない。

３ 結論

当審査会は、本件事案を厳正かつ客観的に検討した結果、冒頭の「第１ 審査会の

結論」のとおり判断する。
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